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平成 27年５月 14日 

 
各  位 

会 社 名 東 洋 電 機製 造 株式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 寺島 憲造 

（コード番号 6505 東証第１部） 

問合せ先 執行役員総務部長 岩城 哲人 

（ＴＥＬ 03-5202-8121） 

 

「内部統制システムの基本方針」の改定について 

 

当社は、平成 27 年５月 14 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を改定する

ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせします。 

本改定は、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）及び「会社法施行規則等の一

部を改正する省令」（平成 27 年法務省令第６号）が平成 27 年５月１日に施行されたことを踏まえ、改

定するものであります。 

 

記 

 

【内部統制システムの基本方針】業務の適正を確保するための体制 

 

当社は、内部統制システムを整備し運用していくことが、経営上の重要事項であると考え、会社法第

362 条及び会社法施行規則第 100 条の規定に従い、効率的で適法かつ適正な業務の執行体制を整備し、

継続的に見直しを実施する。 

 

１． 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

（１） 当社は、経営理念の一つである「倫理を重んじ社会・顧客に貢献する」ことを企業活動の原

点としており、これを踏まえて制定した「コンプライアンスの手引き（東洋電機製造グルー

プ倫理規範）」を当社及び当社グループ会社全ての役職員に配布し、周知徹底を図る。また、

グループ全体を対象とした年間研修計画に基づき研修を実施することにより、コンプライア

ンスに係る知識を高めるとともに企業倫理を尊重する意識を醸成する。 

（２） 当社は、内部通報の受付窓口を社内及び社外に設置し、問題を早期に発見し、必要な措置を

速やかに講じる。 

（３） 監査部は、業務執行の適正を確保するため当社及び当社グループ会社の内部監査を実施し、

監査結果を取締役会に報告する。 

（４） 当社及び当社グループ会社は、内部統制を有効に機能させるため自己点検制度を導入し、モ

ニタリングの充実を図る。 

（５） 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、有効かつ適切な内部統制システムを構築すると

ともに、そのシステムが適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うことによ

り金融商品取引法及びその他の関係法令等に対する適合性を確保する。 

（６） 当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力と取引関係その他一切の関係を持たない体制を

整備する。 
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２． 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る保存すべき重要な情報は、法令及び社内規程の定めによる保存期

間・方法により文書または電磁的媒体に記録し、適切に管理する。また、これら取締役の職務

の執行に係る情報及びその保存・管理状況について、監査役がいつでも閲覧または監査するこ

とが可能な状態とする。 

 

３． 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、取締役会の諮問機関として設置している内部統制監視委員会において、リスク管理基

本規程に基づき、当社グループにおけるリスクを分析、評価し、同委員会の報告に基づいて、

リスクの種類、程度に応じた実効性のあるリスク管理体制を構築する。 

 

４． 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１） 当社は、業務分掌規程、職務権限規程、文書管理規則等の社内規程を整備するとともに、そ

の適切な運用に努める。 

（２） 当社は、定時取締役会を毎月開催し、当社及び当社グループ会社の業務の執行状況を確認す

るとともに重要事項を決議する。必要に応じて臨時取締役会を開催する。 

（３） 当社は、業務執行連絡会を毎月複数回開催し、当社及び当社グループ会社の業務の執行状況

を確認する。 

（４） 当社は、経営戦略会議を毎月複数回開催し、当社及び当社グループ会社の業務執行における

課題及び経営課題への対応を討議する。 

（５） 監査部は、当社グループ会社の内部監査を実施し、必要に応じて業務改善を提言することに

より、当社グループ会社の適正かつ効率的な業務執行を確保する。 

 

５． 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

（１） 当社は、グループ経営基本規程及びグループ経営運営要領に基づいて、当社グループ会社に

対し、重要な事項の事前承認及びグループ経営上必要な事項の報告を義務付ける。 

（２） 当社は、国内グループ会社会議及び海外グループ会社会議を各々年２回開催し、当社グルー

プ会社の事業計画の進捗状況及び業務の執行状況を検証する。 

 

６． 当社の監査役が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項 

当社は、監査役の監査活動を補助するために、監査役スタッフを配置する。その人選に関して

は監査役と取締役が意見交換を行って決定する。また、当該使用人の監査役スタッフとしての

業務に関しては取締役からの独立性を確保する。 

 

７． 当社の監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制 

（１） 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある

事実を発見したときや事業及び財務に重大な影響を及ぼす可能性があると判断したときは監

査役に報告し、監査役が報告を求めた場合は速やかにこれに応じる。また、これらの報告を

した者は、これらの報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないようにする。 
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（２） 監査役は、取締役会並びに重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために必要

な社内会議に出席するほか、稟議書その他業務執行に関する重要な文書、議事録等を閲覧す

ることができる。 

（３） 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行うほか、監査部及び会計監査人と連携を

図り、監査計画や会計監査内容について説明を受けるなど情報交換を行う。 

（４） 当社は、監査役の監査活動に要する費用のうち、定常的に発生する費用については会社の経

費予算に計上して支出し、臨時に発生した費用についてはその請求に基づいて支出する。ま

た、監査役は、当社顧問弁護士とは別に顧問弁護士を委嘱し、定期的または必要な都度相談

できる。 

 

                                          以 上 


